
 
  

                     
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ＳＴＯＰ!熱中症 クールワークキャンペーン 
（令和７年５月～９月） 

― 熱中症予防対策の徹底を図ろう ― 
 

 

１ 厚生労働省北海道労働局（局長 村松
むらまつ

 達也
た つ や

）では、職場における熱中症の

予防対策が促進されるよう「ＳＴＯＰ！熱中症 クールワークキャンペーン」

を実施します。 

  実施期間は令和７年５月１日から９月３０日までとし、熱中症の発生が７

月、８月に集中しているため、７月を「重点取組期間」としています。 

  
２ 令和６年に北海道内で発生した熱中症による休業１日以上の労働災害は、 

死亡１件を含む７２件で、業種別では災害発生が多い順に、建設業２１件、

運輸・交通業９件、農業、商業、製造業各７件などとなっています。（別添資

料１参照） 

 

３ 北海道労働局では、「ＳＴＯＰ!熱中症 クールワークキャンペーン」の取

組等について、道内の各市町村、事業者団体等に文書により要請を行うほか、

取組期間中は管下の労働基準監督署も含め、事業者等に対して熱中症の予防対

策の徹底を働きかけていきます。 

 

４ 熱中症の予防対策においては、「令和７年 STOP！熱中症 クールワークキ

ャンペーン 実施要綱」に基づき、その予防が重要であることから、暑さ指

数（WBGT）の把握及び同指数に応じた対策の実施、熱中症に関する教育研修

の実施など、早めの準備・取組を呼びかけることとしています。（別添資料２

参照） 

 

５ 厚生労働省では熱中症の予防対策の一層の推進を図るため、熱中症予防対

策に関するポータルサイトを開設し、順次情報を掲載しています。 
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６ 令和７年４月１５日に労働安全衛生規則が改正されました。内容は、 

 ①暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある

作業を行う時は、当該作業に従事する労働者に対し、熱中症の自覚症状を有

する又は他の労働者が熱中症を発症した疑いがある労働者を発見した場合に

、その旨を報告させる体制を整備し、労働者に周知させなければならない。 

 ②暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある

作業を行う時は、あらかじめ作業場ごとに熱中症の悪化を防止するために必

要な措置の内容及びその手順を定めて労働者に周知させなければならない。 

 以上の条項が追加されました。 

  当該規則の施行は令和７年６月１日になります。 

  

 

【添付資料】 

 資料１ 令和６年における熱中症による労働災害の発生状況 

 資料２  令和７年「STOP！熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱 

  資料３ STOP！熱中症 クールワークキャンペーン（全国版リーフレット） 

 資料４ STOP！熱中症 クールワークキャンペーン（北海道労働局版リーフ 

レット） 

 資料５ 熱中症規則改正パンフレット 

 

ポータルサイトへのアクセス用２次元コードはこちらです。⇒



資料１ 

１ 

令和６年における熱中症による労働災害の発生状況 

 

１ 熱中症による労働災害の状況 

  令和６年においては、死亡１人、休業１日以上は７１人で、死亡及び休業１日以上の

人数（以下「死傷者数」という。）は合計で７２人となっている。 

 

    （人）  

  R1 R2 R3 R4 R5 R6 

休業災害（１日～３日） 47 32 41 21 90 52 

休業災害（４日以上） 21 14 22 8 62 19 

死亡災害 0 1 4 1 1 1 

合計 68 47 67 30 153 72 

※北海道労働局統計 

注）通常の労働災害統計は休業４日以上を用いており、休業１日～３日分は独自集計による。 
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２ 業種別発生状況 

  令和６年の業種別割合では、多い順に建設業（29.2％）、運輸交通業（12.5％）、清

掃業、農業、商業（いずれも9.7％）となっている。 

 

                                 ※中段は人数、下段は割合（％） 

建設業 
運輸 

交通業 
清掃業 

 
農業 商業 製造業 

 

その他 

事業 
警備業 

21 9 7 7 7 5 5 4 

29.2% 12.5% 9.7% 9.7% 9.7% 6.9% 6.9% 5.6% 

貨物 

取扱業 

接客 

娯楽業 
 

畜産業 
保健 

衛生業 
合計 

2 2 2 1 72 
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３ 月別発生状況 

  令和５年の月別発生状況では、７月(52.8％）、８月（31.9％）で、７月と８月に発生し  

た死傷者数の割合は全体の84.7％であった。 

            

 

 

４ 時間帯別発生状況 

  時間帯別では、発生が多い順から、１１時台、１４時台（いずれも16.7％）であった。 
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５ 年齢別発生状況 

  年齢別発生状況について、年代別で多い順から、２０代（26.4％）、４０代（20.8％）、 

３０代（16.7％）であった。 

                                    中段は人数 

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 合計 

4 19 12 15 5 11 6 72 

5.6% 26.4% 16.7% 20.8% 6.9% 15.3% 8.3% 100.0% 
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６ 屋内・屋外別発生状況 

  屋内・屋外別の発生状況では、屋外が56.9％、屋内が43.1％であった。 

 

屋外 屋内 合計 

42 30 72 

58.3% 41.7% 100.0% 

 

 

 

７ 死亡災害事例 

  発生年月日 令和６年１１月２日 午前１０時台 ６０歳代 

  予熱設備（内部が高温となる設備）の外側の補修作業を行っていた被災者が倒れてい

るところを発見され、病院に搬送されたが死亡したもの（設備の外側周辺は40 度程度と

なるもの）。 

 

 

屋内

41.7%屋外

58.3%

屋内・屋外別発生割合



令和7年「STOP!熱中症 クールワ ー クキャンペーン」実施要綱

令和7年2月28日制定

1 趣旨
夏季を中心に熱中症の発生が相次ぐ中、 職場においても例年、 熱中症が多数発

生しており、 ここ数年、 重篤化して死亡に至る事例が年間30人程度発生する状態
が続いていることから、 業界、 事業場ごとに、 熱中症予防対策に取り組んでいる
ところである。 昨年までの「STOP!熱中症 クールワ ー クキャンペーン」におい
ても、 労働災害防止団体や関係省庁とも連携し、 職場における熱中症の予防に取
り組んできた。

昨年1年間の職場における熱中症の発生状況を見ると、 死亡を含む休業4日以
上の死傷者1,195人、 うち死亡者は30人となっている。 業種別にみると、 死傷者
数については、 建設業216件、 製造業227件となっており、 全体の約4割がこれ
ら2つの業種で発生している。 また、 死亡者数は、 建設業、 製造業及び運送業の
順に多く、 多くの事例で暑さ指数(WBGT)を把握せず、 熱中症の発症時・緊急時
の措置の確認・周知の実施を確認出来なかった。 また、 糖尿病、 高血圧症など熱
中症の発症に影孵を及ぼすおそれのある疾病を有している事例も見られ、 医師等
の意見を踏まえた配慮がなされていなかった事例もあった。

このため、 本キャンペーンを通じ、 すべての職場において、 「職場における熱中
症予防基本対策要綱」（令和3年4月20日付け基発0420第3号）に基づく基本的
な熱中症予防対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、 期間中、 事業者は①暑
さ指数(WBGT)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を実施すること、 ②熱中
症のおそれのある労働者を早期に見つけ、 身体冷却や医療機関への搬送等適切な
措置ができるための体制整備等を行うこと、 ③糖尿病、 高血圧症など熱中症の発
症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた
配慮をおこなうことなど、 重点的な対策の徹底を図る。

なお、 労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の者についても、 上記措
置の対象に含める。

2 期間
令和7年5月1日から9月30日までとする。
なお、 令和7年4月を準備期間とし、 令和7年7月を重点取組期間とする。

3 主唱
厚生労働省、 中央労働災害防止協会、 建設業労働災害防止協会、 陸上貨物運送

事業労働災害防止協会、 港湾貨物運送事業労働災害防止協会、 林業・木材製造業
労働災害防止協会、 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、 一般社団
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資料３





職場における熱中症対策の一環として、５月から９月を期間と
して「クールワークキャンペーン」を実施します。

各職場において、熱中症の予防対策に取り組みましょう。

厚生労働省北海道労働局 （R7.4)

１ 北海道内での熱中症の発生状況

〇 令和６年（速報値）
の熱中症による発生件
数は過去２番目に多く
発生しています。

業種別では、建設業
（29.2％）、運輸交通
業（12.5％）、農業・
商 業 ・ 清 掃 業
（9.7％）などとなっ
ています。

〇 令和６年の屋外・屋
内の発生内訳は、屋外
が約６割となっていま
すので、屋外・屋内の
状況に合わせた予防対
策が必要です。

２ 暑さ指数（WBGT値）を把握し、活用しましょう！

暑さ指数とは、気温、湿度、日射・輻射（ふくしゃ）

など周辺の熱環境の３つの要素を取り入れた指標です。

暑さ指数をWBGT指数計で把握し、暑さ指数に応じた対

策を講じることが必要です。

資料４



３ 熱中症の予防対策

熱中症の予防対策については、「職場における熱中症予防基本

対策要綱」（令和３年４月20日付け基発0420第３号）、「令和

７年『STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱」

に基づき実施してください。

☞暑さ指数（WBGT値）の把握及び同指数に応じた対策の実施

☞作業環境の管理（遮熱設備・冷房設備・休憩所等の設置、飲料水・

塩飴等の備え付け など）

☞作業管理（作業時間等の管理、労働者の状況に応じた暑熱順化への

対応、適切な服装の採用 など）

☞健康管理（日常の健康管理、熱中症の発症に影響を及ぼすおそれの

ある疾病を有する者に対する医師の意見を踏まえた配慮 など）

☞熱中症の予防等に関する教育・研修の実施

☞労働衛生管理体制の確立（対策実施のための管理者などの責任体制

の確立を図る など）

☞異常時の対応手順の確認

厚生労働省では、熱中症に関するポータルサイトを開設し、
「働く人の今すぐ使える熱中症ガイド」や熱中症対策の事例
など、参考となる資料や動画などを用意していますので、ご
活用ください。

熱中症に関するポータルサイトを活用ください

※上記の各要綱は、以下のポータルサイトでご覧ください。

https://neccyusho.mhlw.go.jp/

＜主な実施事項＞

など

https://neccyusho.mhlw.go.jp/
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